
成人用肺炎球菌ワクチンについての説明書 

肺炎球菌感染症とは                                                          

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物

に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約 5～10％の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常

在していると言われています。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血

症などの重い合併症を起こすことがあります。 

成人用肺炎球菌ワクチンの効果                                              

肺炎球菌には１００種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降 20 価肺炎球菌結合型ワクチン

（PCV20）は、そのうち 20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人の侵襲

性肺炎球菌感染症（※）の原因の約 5～6割を占めるという研究結果があります。 

また、沈降 20価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の 3

～4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。 

※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。 

成人用肺炎球菌ワクチンの副反応                                              

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック、アナ

フィラキシー、痙攣（熱性痙攣含む）、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。 

接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。 

発現割合 主な副反応 

30％以上 注射部位の疼痛・圧痛（59.6％）、筋肉痛（38.2％）、疲労（30.3％） 

10％以上 30％未満 頭痛（21.7％）、関節痛（11.6％） 

1％以上 10％未満 注射部位の紅斑、腫脹 

※添付文書より厚生労働省にて作成   

法律で定められた成人用肺炎球菌ワクチン接種対象者                                  

① 65歳の人 

② 60歳以上65歳未満の人で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限され

る人、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な人 

注） ①・②に該当する人であっても、過去に 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンまたは肺炎球菌結合

型ワクチンを 1回以上接種したことがある人は対象外となりますが、予防接種が必要と医師が判断した場合

は、接種を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

予防接種は義務ではありません。ご本人が接種を希望する場合にのみ予防接種を行います。 

接種を受けるご本人に認知症等の症状があり、正確な意思の確認が難しい場合には、家族やかかりつ

け医の協力を得てご本人の意思確認を行ってください。それでも意思確認ができない場合は、予防接

種法に基づく予防接種を受けることはできません。また、意思確認はできるものの、身体的事情等で自

署が難しい場合には、改めて意思確認を行った上で、家族等により代筆をしてください。 

(裏面へ続く) 

 



予防接種を受ける前に                                                       

成人用肺炎球菌ワクチンについて、説明書をよく読み、必要性や副反応について理解しましょう。 不安なこ

とやわからないことは、予防接種を受ける前に質問し、理解した上で受けるかどうか判断してください。予診票

は接種する医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。基本的にご本人が責任をもって記入し、

正しい情報を接種する医師に伝えてください。 

予防接種を受けることができない人 

① 明らかに発熱（37.5℃以上）がある人 

② 重篤な急性疾患にかかっている人 

③ ジフテリアトキソイドによってアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）を起こしたことがある人 

④ その他、医師が不適当な状態と判断した場合 

予防接種を受ける際、担当医師とよく相談しなくてはならない人 

① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患のある人 

② これまでに、予防接種を受けて2日以内に発熱のみられた人、又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症

状がみられた人 

③ 過去にけいれんを起こしたことがある人 

④ 過去に免疫不全の診断を受けている人または、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人 

⑤ 沈降 20 価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV20）の成分や、ジフテリアトキソイドに対してアレルギーを起

こすおそれのある人 

⑥ 血小板減少症、凝固障害、抗凝固療法を受けている人 

他のワクチンとの同時接種・接種間隔                                                       

医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、帯状疱疹ワクチン等の他

のワクチンと同時接種が可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。 

予防接種を受けた後の注意事項                                               

◼ 予防接種を受けた後 30 分間は、急な副反応が起こることがあります。医師（医療機関）とすぐに連絡を

取れるようにしておきましょう。 

◼ 接種部位を清潔に保ち、接種当日は激しい運動を避けてください。接種当日の入浴は問題ありませんが、

注射した部位はこすらないようにしてください。 

◼ 接種後に気になる症状、副反応を疑う症状が現れた場合は、身近な医療機関（接種を実施した医療機関、

かかりつけ医等）に相談してください。 

予防接種を受けない場合                                                   

 接種医の説明を十分に聞いた上でご本人が接種を希望しない場合、家族やかかりつけ医の協力を得てもご

本人の意思の確認ができなかったため接種をしなかった場合、当日の身体状況等により接種をしなかった場

合等においては、その後、肺炎球菌感染症、あるいは罹患した事による重症化、死亡が発生しても担当した医師

にその責任を求めることはできません。 

予防接種健康被害救済制度とは                                               

 予防接種では健康被害（病気になったり後遺症が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀では

あるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。成人用肺炎球菌ワクチンの接種

（定期接種）によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受け

られます。申請に必要となる手続きなどについては、下記までお問い合わせください。 
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